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2018 年 6 月 19 作成、7 月 26 日追加 

    辺野古新基地建設の環境保全措置の海草藻場に関するメモ   
伊波洋一(参議院議員) 

1. 辺野古新基地建設の現在と広大な海草藻場の埋め立て 

辺野古地先の海草藻場は、嘉陽を含む周辺海域で最大の海草藻場。年間生育量(乾燥

重量)でも嘉陽が約 9.5 ㌧に比べ辺野古地先は 75.9 ㌧、周辺海域全体の 8 割。 

  
辺野古地先側で護岸建設が進んでいる。護岸が建設されている辺野古地先は辺野古海域で最大の海草藻場。  

  
●防衛省はアセスの環境保全図書では、「代替施設の位置は、海草類の生育する藻場の消失を少なくできる

よう計画」としながら、最大限に海草藻場を埋め立てる計画になっている。 

●環境保全図書では、「工事の実施で専門家等の指導・助言を得て、海草類の移植を検討し可能な限り実施」

とし移植予定地まで書きながら、「海草藻場の移植は、埋立等の工事の終了後に実施することを前提」と県

に回答し、辺野古最大の海草藻場を埋立て消失させようとしている。許してはならない。 

 
防衛省は「施設等の存在及び供用」を「飛行場の完成」として、移植を飛行場完成後と主張し、

広大な海草藻場を移植せず、何の保全措置も講じないで「埋め殺す」埋め立てをする意向だ。 
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2. 沖縄県は、沖縄防衛局に工事実施の事前協議を求めたが、防衛局は拒否し続けている。 

●沖縄県は平成 27 年 9 月 30 日付文書「事前協議に係る質問及び補正について」で「海草類の移植」 

 検討時期と実施時期について照会。 

⇒国は、平成 27 年 10 月 6 日付の回答文書で、下記のように工事の実施で「工事の実施において周辺海域

に海草藻場の生育分布状況が明らかに低下した場合」については、「適切に対応します」と回答。 

 代替施設の存在に伴い消失する海草藻場に関する環境保全措置は、「埋立等の工事の終了後に実施す

ることを前提」としたものであり、当該工事の実施に先立ち講じる措置ではありません」と回答。 

 
●沖縄県は、平成 29 年 2 月 22 日付「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境保全対策について」 

を沖縄防衛局に発出し、埋立承認書の別紙留意事項 2 の規定に基づく平成 27 年 2 月 3 日付文書によ

る事前協議なしでの埋立工事は認められないとして、埋立工事への着手は、留意事項違反になるとし、 

事前協議が調うまでは、埋立に関する工事を停止してください。」と通知。その中で下記を指摘した。      
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平成 29 年 2 月 22 日付沖縄県文書の「9 海域生物・海域生態系:ジュゴンについて」 

に対する沖縄防衛局の回答(平成 29 年４月１４日)は下記のとおりである。 

 

 

左の沖縄防衛局の回答は、仲

井真前知事から埋立承認を受

け段階で埋立予定地の海草藻

場の〝埋め殺し〟を承認され

ているとする暴論である。 

添付された環境保全図書に

対しては前知事は留意事項

で、 

2.工事中の環境保全対策とし

て①環境保全対策、環境監視

調査等を詳細検討し県と協議

を行うこと。②詳細検討及び

実施にあたっては各分野の専

門家・有識者から構成される

環境監視等委員会の助言を受

け、海生生物の保護対策に万

全を期すこと。の 2 点を義務

付けており、国の回答は、環境

保全対策で、留意事項を守ら

ないということに等しい。 

上記回答にもあるように、海草藻場の移植は「工事の実施」においても 

明記されている。「海草藻場の移植」は、環境影響評価書には記述されて

いなかったが、知事意見などを踏まえた防衛局の有識者研究会の最終報

告の「評価書の補正に係る提言」を受けて、環境保全措置とされたもの

であり、有識者研究会の最終報告に沿って理解されるべきです。 

 

普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価に関 する有識者研究会最終報告 

～ 評価書の補正に係る提言 ～  平成 24 年１２月 

（３）海藻草類について   ② 環境保全措置（移植・海草藻場造成） 

②－１ 基本的方針   

●評価書においては、海草藻場の消失に伴う環境保全措置として、移植や新たな海草藻場造成などの積極的

な保全策等が提案されていない。 ●基本的には、その消失面積に相当する海草藻場を移植等によって代償

されることが望ましく、具体的には、移植等による現状の生育区域周辺への海草藻場の拡大等のほか、海草

藻場の新たな造成及び移植についても検討することが望ましい。 

●中城湾港（泡瀬地区）公有水面埋立事業においては、これまで、海草の移植を中心として、移植に係る実

験や技術的な検討が行われ、一定の成果を上げている。 

 

②－２ 具体的対応 （別添 3-5-(3)-2） 

●埋立てにより消失する海草藻場の代償措置として、事業実施区域周辺（久志、豊原沖等）の海草藻場にお

ける被度が低い箇所や埋立予定地北側の遮蔽域を対象に、海草類の移植や生育基盤の環境改善（藻場造成等）

をできる限り実施することとし、今後、専門家の指導・助言を得つつ実施に向けた検討を行う。 

●移植手法等の検討に当たっては、中城湾港（泡瀬地区）や水産庁で実施された実績を参考とし、移植先に

おける海草類の生育状況等のモニタリングを実施し、その結果を反映させる。 



4 

 

  平成 25 年 12 月 27 日沖縄県知事の埋立承認書に付された別紙・留意事項 
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3. 沖縄防衛局が県赤土防止等流出条例に基づき、8 月 17 日土砂投入を通知。 
米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建

設で、沖縄防衛局は１２日、土砂投入前に必要な県赤土等

流出防止条例に基づき、８月１７日から埋め立て工事に着

手すると県に通知した。通知は埋め立てに必要な最後の手

続きで、県は４５日以内に防衛局が提出した埋め立ての面

積や赤土流出対策の装置などについて記された書類の内容

を審査し、必要があれば沖縄防衛局と協議する。 

新基地建設の重大な局面となり、新基地建設阻止を掲げ

て任期中の埋め立て承認撤回を表明する翁⾧雄志知事にと

っても大きなヤマ場を迎える。 

2018 年 6 月 13 日 琉球新報    沖縄防衛局の職員が１２日午後５時頃、県の北部保健所に書

類を提出した。今回提出した埋め立て地域は、辺野古崎の南側のＫ４、Ｎ３、Ｎ５護岸で仕切られる部分の

約６万５０００平方メートル。７月中には、現在進行している三つの護岸建設が完了し、埋め立てる海域が

囲われる見込み。赤土等流出防止条例で、県に認められているのは、提出された書類の内容を審査した上で、

国に対しては協議することのみ。事業実施の４５日前までの通知が義務づけられているが、県の内容審査が

終わると４５日以内でも土砂投入に向けた環境が整う。 
沖縄防衛局は、赤土流出防止のため、埋め立て時に濁水を海に排出する際、１リットル当たりの浮遊物

質量を県条例の基準の２００ミリグラム以下より厳しい２５ミリグラム以下にすることや、護岸部分に防砂

シートなどを使うと明らかにしている。沖縄防衛局は通知に向け、５月２９日から事前の形式審査で県と調

整を重ね、１２日に形式審査が完了した。 

 

4. 辺野古新基地建設に反対する沖縄県民 辺野古のシュワブゲート前では、毎日、座り込

みが継続され、辺野古新基地建設反対の取り組みがおこなわれている。沖縄の運動に呼応

して、日本各地から、世界から、防衛省や環境省、日本政府、国防総省、アメリカ政

府に抗議と環境保護を訴えるメールや Fax で、抗議の意思を届けよう。 
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5. 埋め立て予定地は、辺野古最大の藻場。 

上・第 15 回環境等監視委員会平(成 30 年 5 月 28 日)に提出された埋立資料。 
 

 

上&下・辺野古ドローンプロジェクト提供 護岸で囲われた辺野古地先の海は全部が海草藻場。 
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6. 2018 年 6 月 28 日の外交防衛員会の議事録(未定稿) 

 

 
7. 環境庁告示第 87 号の環境要因と環境要素 

 

 

【防衛省のウソ①】 

「工事の実施」「施設等の存在」は、 

 環境アセスにおいて、環境要素に 

影響を及ぼす要因となる行為や 

事物を示す「影響要因の区分」。 

環境保全措置の実施時期を限定 

するものではない。 

政府参考人（米谷仁君）答弁 

環境要素や環境保全措置の効果

を踏まえ環境保全措置の実施時

期は、環境要因の区分を問わず事

業者が適切に判断することとさ

れている。 
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8. 防衛省が提出した「海草藻場の移植無し土砂投入の根拠」 

 

 
 上記への回答(最後の外交防衛委員会前日の理事懇で提出) 

 

 

 

【防衛省のウソ②】海草藻場の移植」は、防衛省の有識者研究会の提言（H24.12.11）を受けて、 

「工事の実施」の項目含め、補正後の評価書にはじめて書き加えられた。提言では、埋立工事前に

移植を行った中城湾港（泡瀬地区）埋立を参考に、消失する海草藻場の代償措置として移植をでき

る限り実施するよう求めている。 


